
  
 

 

一般一般一般一般財団法人土浦市産業文化事業団財団法人土浦市産業文化事業団財団法人土浦市産業文化事業団財団法人土浦市産業文化事業団    

個人個人個人個人情報情報情報情報保護に関する保護に関する保護に関する保護に関する要綱要綱要綱要綱    

 

（趣旨) 

第１条 この要綱は，一般財団法人土浦市産業文化事業団（以下「事業団」という。）が保 

有する個人情報の適切な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義) 

第２条 この要綱において「個人情報」とは，個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され，又は識別され得るものをいう。ただし，法人その他の団体に関する情報に含

まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。 

 （収集の制限） 

第３条 事業団は，個人情報を収集するときは，個人情報を取り扱う業務の目的を明確に

し，当該目的を達成するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により収集するも

のとする。 

２ 事業団は，個人情報を収集するときは，本人から収集するものとする。ただし，次の

各号のいずれかに当該する場合は，この限りでない。 

（１）本人の同意があるとき。 

（２）法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。 

（３）出版等により公にされているとき。 

（４）個人の生命，身体又は財産の安全を守るため，緊急かつやむを得ないと認められる

とき。  

（５）前各号に掲げる場合のほか，本人以外のものから収集することに相当の理由がある

と認められるとき。 

３ 事業団は，思想，信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそ

れのある個人情報を収集しないものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当する場

合は，この限りでない。 

（１）法令等の規定に基づくとき。 

（２）個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために必要不可欠であると認められると

き。 

（利用及び提供の制限) 

第４条 事業団は，個人情報を取り扱う業務の目的以外の目的のために個人情報を利用し，

又は提供しないものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限り

でない。 

（１）本人の同意があるとき，又は本人に提供するとき。 

（２）法令等の規定に基づくとき。 

（３）出版等により公にされているとき。 

（４）個人の生命，身体又は財産の安全を守るため，緊急かつやむを得ないと認められる

とき。 

（５）公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。 

２ 事業団は，前項ただし書の規定により個人情報を利用し，又は提供するときは，個人

の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。 

 （提供先に対する措置要求) 



  
 

 

第５条 事業団は，事業団以外の者に対して個人情報を提供する場合において，必要があ

ると認めるときは，提供を受ける者に対し，提供に係る個人情報の使用目的若しくは使

用方法の制限その他必要な制限をし，又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ず

ることを求めるものとする。 

 （適正管理） 

第６条 事業団は，個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために必要な範囲内で，個

人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。 

２ 事業団は，個人情報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 事業団は，保存する必要がなくなった個人情報を確実に，かつ，速やかに廃棄し，又

は消去するものとする。 

 （職員の義務） 

第７条 事業団の職員又は職員であった者は，職務上知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。 

 （委託に伴う措置） 

第８条 事業団は，個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは，個人情報の保護

のために必要な措置を講ずるものとする。 

 （個人情報取扱業務書） 

第９条 事業団は，個人情報を取り扱う業務（事業団の職員又は職員であった者に係るも

のを除く。）について，個人情報取扱業務書（別記様式。以下「業務書」という。）を作

成するものとする。 

２ 事業団は，業務書について閲覧の申出があったときは，これに応ずるものとする。 

 （自己情報の開示） 

第１０条 事業団は，その保有する自己に関する個人情報（事業団の職員又は職員であっ

た者に係るものを除く。）について，個人情報開示申出書（様式第１号）により開示の申

出があったときは，申し出た者が申出に係る個人情報の本人であることを確認したうえ

で，これに応ずるものとする。ただし，開示しようとする個人情報が次の各号のいずれ

かに該当するときは，当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。 

（１）法令等の規定により開示することができないとされている個人情報 

（２）開示することにより，第三者の正当な権利利益を損なうと認められる個人情報 

（３）開示することにより，事業団の業務の適正な遂行に著しい支障を生じるおそれがあ

る個人情報 

 （本人等の証明に必要な書類） 

第１１条 事業団は，前条の規定による確認（第１６条第 1 項及び第１８条の確認を含む。）

の際に，個人情報の開示の申出をした者から，当該申出に係る個人情報の本人又はその

法定代理人であることを証明するために必要な書類の提出又は提示を求めるものとする。 

（１）本人が申出をする場合 運転免許証，旅券その他これらに類する書類として理事長

が認めるもの 

（２）本人に代わって法定代理人が申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる

書類及び戸籍抄本その他その資格を証明する書類として理事長が認めるもの 

（開示の申出に対する通知等) 

第１２条 事業団は，開示の申出があったときは，当該申出を受理した日の翌日から起算

して１４日以内に開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかを決定し，個人情報開 



  
 

 

示申出通知書（様式２号）により開示の申出をした者に通知するものとする。ただし，

やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは，この限りでない。 

２ 事業団は，開示する旨の通知をしたときは，速やかに開示の申出をした者に対し，当 

該個人情報を開示するものとする。 

 （個人情報の開示の方法等） 

第１３条 公文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物（以下「公文書等」と

いう。）を閲覧し，又は視聴する者は，当該公文書等を丁寧に取り扱うこととし，これを

改ざんし，汚損し，又は破損してはならない。 

２ 理事長は，公文書等を閲覧し，又は視聴する者が前項の規定に違反し，又は違反する

おそれがあると認めたときは，当該閲覧又は視聴を中止させ，又は禁止することができ

る。 

 （写しの交付部数） 

第１４条 公文書等の写しの交付の部数は，申出１件につき１部とする。 

 （費用の負担額及び納付） 

第１５条 この要綱の規定による公文書等の閲覧又は視聴に要する費用は，無料とする。 

２ 第１０条に規定する個人情報の開示の申出をして，公文書等の写しの交付を受けるも

のは，当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項に規定する費用の額は，別表に定めるとおりとし，写しの交付の際に納付しなけ

ればならない。 

 （自己情報の訂正） 

第１６条 事業団は，その保有する自己に関する個人情報について，個人情報訂正申出書

（様式第３号）により訂正の申出があったときは，本人であることを確認のうえ，当該

個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは，これに応ずるものとする。 

２ 事業団は，前項の規定による申出があった場合は，訂正につき法令等に特別の定めが

あるとき，事業団に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があ

るときを除き，当該誤りを訂正するものとする。 

 （訂正の申出に対する通知) 

第１７条 事業団は，前条第 1 項に規定する訂正の申出があったときは，速やかに必要な

調査を行い，当該申出を受理した日の翌日から起算して１４日以内に訂正するかどうか

を決定し，個人情報訂正申出通知書（様式第４号）により訂正の申出をした者に通知す

るものとする。ただし，やむを得ない理由により当該期間内に決定できないときは，こ

の限りでない。 

 （個人情報の削除） 

第１８条 事業団は，その保有する自己に関する個人情報について，個人情報削除申出書

（様式第５号）により削除の申出があったときは，本人であることを確認のうえ，第３

条の規定に違反していると認められるときは，これに応ずるものとする。 

 （削除の申出に対する通知） 

第１９条 事業団は，前条第 1 項に規定する削除の申出があったときは，速やかに必要な

調査を行い，当該申出を受理した日の翌日から起算して１４日以内に削除するかどうか

を決定し，個人情報削除申出通知書（様式第６号）により削除の申出をした者に通知す

るものとする。ただし，やむを得ない理由により当該期間内に決定できないときは，こ

の限りでない。 

（特定個人情報等の取り扱い） 



  
 

 

第２０条 特定個人情報等の取り扱いについては，事業団の長が別に定めるもののほか，

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号）」及び法令等で定められた規定により取扱うものとする。 

 （委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，事業団の

長が定める。 

 

   付 則 

 この要綱は，平成１２年１０月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は，平成２８年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第９条関係）  



  
 

 

一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報取扱業務書  

個 人 情 報 取 扱 

業 務 の 名 称 

 

個 人 情 報 取 扱 

業 務 の 目 的 

 

個 人 情 報 取 扱 

対 象 者 の 範 囲 

 

 

 

個  

人  

情  

報  

の  

記  

録  

項  

目  

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 社 会 生 活 等 経 済 活 動 思 想 ・ 信 条 等 

□氏名  

□識別番号  

□性別  

□生年月日等  

□住所  

□電話番号  

□本籍・国籍  

□その他  

□健康状態  

□傷病歴  

□傷害  

□心身特性  

□性格・性質  

□その他  

家庭生活  

□家庭状況  

□婚姻歴  

□親族関係  

□住居状況  

□その他  

□職業・職歴  

□地位・役職  

□学業・学歴  

□免許・資格  

□賞罰  

□成績・評価  

□趣味  

□その他  

□財産・収入  

 ・借金  

□納税額  

□公的扶助  

□取引状況  

□その他  

□思想・信条  

□信教  

□その他  

 

取 り 扱 う 理 由 

□法令等  

 

□その他の理由  

 

個 人 情 報 の 

処 理 形 態 
□電子計算機処理を含まない    □電子計算機処理を含む  

個人情報の収集先  

□本人    □本人以外  

            □官公庁  

            

  

□民間・私人  

個人情報の目的外利用  

 

 

 

 

提供の状況の有無  

（１）目的外利用の有無  

  □無   □有  「有」の場合の目的外利用の形態  

      
（２）外部提供の有無  

  □無   □有  「有」の場合の外部提供の形態及び提供先  

                 

外 部 委 託 の 有 無 □無   □有  

  

別表（第１５条関係）  



  
 

 

 

 
用紙の大きさ等 写しの作成等 費 用 の 額 

要

す

る

費

用 
 

 
 

 
 

公

文

書

の
写

し

の
作

成

に 
 

 

日本工業規格Ａ列３番以

下の場合 

 

 

電子式複写機による複写 １枚につき  １０円 

日本工業規格Ａ列３番を

越えるもの及び彩色され

るものの場合 

委託等による複写 理事長が別に定める額 

公文書の写しの送付に要する 

費用 

 

 

 郵送料 

備考 １枚の用紙の両面に複写をした場合の公文書の写しの作成に要する費用の額につ

いては，２枚として計算する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第１０条関係（担当部署用））  



  
 

 

 

個 人 情 報 開 示 申 出 書  

 

年  月  日  

 （申出先）                          

  一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長            

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１０条の規定に

より，次のとおり個人情報の開示の申出をします。  

 

申出に係る個人情報の内容 

 

 

 

 

 

開 示 の 方 法 の 区 分 □ 閲覧      □ 写しの交付     □ 視聴  

申 出 者 の 区 分 □ 本人      □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合 

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日        年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，本人であることを証明する書類（運転免許証，旅券等）の提出又は提示が  

必要です。  

２ 法定代理人が申出する場合は，（注）１の書類のほか本人との関係を証明するために必要  

な書類（戸籍抄本等）の提出又は提示が必要です。  

 

様式第１号（第１０条関係（申出者用））  



  
 

 

 

個 人 情 報 開 示 申 出 書  

 

年  月  日  

 （申出先）                          

  一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長            

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１０条の規定に

より，次のとおり個人情報の開示の申出をします。  

 

申出に係る個人情報の内容 

 

 

 

 

 

開 示 の 方 法 の 区 分 □ 閲覧      □ 写しの交付     □ 視聴  

申 出 者 の 区 分 □ 本人      □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合 

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日        年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，本人であることを証明する書類（運転免許証，旅券等）の提出又は提示が  

必要です。  

２ 法定代理人が申出する場合は，（注）１の書類のほか本人との関係を証明するために必要  

な書類（戸籍抄本等）の提出又は提示が必要です。  

 

様式第２号（第１２条関係（担当部署用））  



  
 

 

                                 第   号                                   

年  月  日  

 

個 人 情 報 開 示 回 答 通 知 書  

 

             殿  

 

                      一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                      理事長  

 

 

      年  月  日付けで申出のありました個人情報の開示の申出については， 

 

 □開示することとしました  

□一部開示することとしました  

□開示しないこととしました  

□情報が存在しません  

申出に係る個人情報の内容 
 

開示する公文書の件名  

開 示 の 方 法 の 区 分 □ 閲覧   □ 写しの交付（□ 写しの郵送） □ 視聴  

開 示 の 日 時       年  月  日 （午前・午後）  時  分  

開 示 の 場 所  

情報の全部又は一部を 

開 示 し な い 理 由 

 

担 当 部 署 

 

 

電話番号  

（注）１ 指定された日時が都合の悪い場合は，あらかじめ電話等で担当部署に御連絡ください。  

２ 開示を受ける際は，この通知書を掲示するとともに申出者本人であることを証明するために

必要な書類（運転免許証，旅券等）を提出し，又は提示してください。  

３ 法定代理人が開示を受ける場合には，法定代理人に係る（注）２の書類のほか，その資格を

証明するために必要な書類（戸籍抄本等）を提出し，又は提示してください。  

上記のとおり通知して

よろしいか伺います。  

事務局長 事務局次長 所 長 所長補佐 係 長 担当者  

      

決 裁       年   月   日  写しの交付枚数           枚  

起 案       年   月   日  費     用           円  

収 受       年   月   日  郵  送  料           円  

様式第２号（第１２条関係（申出者用））  

ので通知します。 



  
 

 

                                 第   号                                   

年  月  日  

 

個 人 情 報 開 示 回 答 通 知 書  

 

             殿  

 

                      一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                      理事長   

 

       

年  月  日付けで申出のありました個人情報の開示の申出については， 

 

 □開示することとしました  

□一部開示することとしました  

□開示しないこととしました  

□情報が存在しません  

申出に係る個人情報の内容 
 

開示する公文書の件名  

開 示 の 方 法 の 区 分 □ 閲覧   □ 写しの交付（□ 写しの郵送） □ 視聴  

開 示 の 日 時       年  月  日 （午前・午後）  時  分  

開 示 の 場 所  

情報の全部又は一部を 

開 示 し な い 理 由 

 

担 当 部 署 

 

 

電話番号  

（注）１ 指定された日時が都合の悪い場合は，あらかじめ電話等で担当部署に御連絡ください。  

２ 開示を受ける際は，この通知書を掲示するとともに申出者本人であることを証明するために

必要な書類（運転免許証，旅券等）を提出し，又は提示してください。  

３ 法定代理人が開示を受ける場合には，法定代理人に係る（注）２の書類のほか，その資格を

証明するために必要な書類（戸籍抄本等）を提出し，又は提示してください。  

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第１６条関係（担当部署用））  

ので通知します。 

印  



  
 

 

 

個 人 情 報 訂 正 申 出 書  

 

                               年  月  日  

  （申出先）  

一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長             

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１６条の規定に

より，次のとおり個人情報の訂正の申出をします。  

申出に係る個人情報の内容  

訂 正 を 求 め る 箇 所 
 

訂 正 を 求 め る 理 由 
 

申 出 者 の 区 分 □ 本人            □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合  

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日        年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し，又は提  

示してください。  

２ 申出に係る個人情報の内容については，できるだけ具体的に記入してください。  

３ 開示（一部開示を含む。）を受けた個人情報について訂正を申出する場合は，個人情報開示  

回答通知書を持参してください。  

４ 申出の際には，本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証，旅券等）を提  

出し，又は提示してください。  

５ 法定代理人が申出する場合は，（注）４の書類のほか，その資格を証明する書類（戸籍抄本  

等）を提出し，又は提示してください。  

様式第３号（第１６条関係（申出者用））  



  
 

 

 

個 人 情 報 訂 正 申 出 書  

 

                               年  月  日  

  （申出先）  

一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長             

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１６条の規定に

より，次のとおり個人情報の訂正の申出をします。  

申出に係る個人情報の内容  

訂 正 を 求 め る 箇 所 
 

訂 正 を 求 め る 理 由 
 

申 出 者 の 区 分 □ 本人            □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合  

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日        年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し，又は提  

示してください。  

２ 申出に係る個人情報の内容については，できるだけ具体的に記入してください。  

３ 開示（一部開示を含む。）を受けた個人情報について訂正を申出する場合は，個人情報開示  

回答通知書を持参してください。  

４ 申出の際には，本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証，旅券等）を提  

出し，又は提示してください。  

５ 法定代理人が申出する場合は，（注）４の書類のほか，その資格を証明する書類（戸籍抄本  

等）を提出し，又は提示してください。  

様式第４号（第１７条関係（担当部署用））  



  
 

 

                                 第   号  

                               年  月  日  

 

個 人 情 報 訂 正 回 答 通 知 書  

                 

             殿  

 

                       一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                       理事長  

 

 

      年  月  日付けで申出のありました個人情報の訂正の申出については， 

  

□訂正することとしました  

 □一部訂正することとしました  

 □訂正しないこととしました  

申 出 に 係 る 個 人 情 報 の 内 容 
 

訂正する箇所及び訂正の内容  

 

訂正しない箇所及び訂正しない理由 

 

訂 正 の 年 月 日        年    月    日  

担 当 部 署 

 

        

電話番号  

 

上記のとおり通知して

よろしいか伺います。  

事務局長  事務局次長 所 長 所長補佐  係 長 担  当  者  

      

決 裁       年   月   日  写しの交付枚数           枚  

起 案       年   月   日  費     用           円  

収 受       年   月   日  郵  送  料           円  

 

 

 

様式第４号（第１７条関係（申出者用））  

ので通知します。 



  
 

 

                                 第   号  

                               年  月  日  

 

個 人 情 報 訂 正 回 答 通 知 書  

                 

             殿  

 

                       一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                        理事長  

 

 

      年  月  日付けで申出のありました個人情報の訂正の申出については， 

  

□訂正することとしました  

 □一部訂正することとしました  

 □訂正しないこととしました  

申 出 に 係 る 個 人 情 報 の 内 容 
 

訂正する箇所及び訂正の内容  

 

訂正しない箇所及び訂正しない理由 

 

訂 正 の 年 月 日        年    月    日  

担 当 部 署 

 

        

電話番号    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第１８条関係（担当部署用））  

ので通知します。 

印  



  
 

 

 

個 人 情 報 削 除 申 出 書  

                               年  月  日  

  （申出先）  

 一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長             

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１８条の規定に

より，次のとおり個人情報の削除の申出をします。  

申出に係る個人情報の内容  
 

削 除 を 求 め る 箇 所  

 

削 除 を 求 め る 理 由  

 

申 出 者 の 区 分  □ 本人            □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合  

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日         年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，削除を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し，又は提  

示してください。  

２ 申出に係る個人情報の内容については，できるだけ具体的に記入してください。  

３ 開示（一部開示を含む。）を受けた個人情報について削除を申出する場合は，個人情報開  

示回答通知書を持参してください。  

４ 申出の際には，本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証，旅券等）を提  

出し，又は提示してください。  

５ 法定代理人が申出する場合は，（注）４の書類のほか，その資格を証明する書類（戸籍抄  

本等）を提出し，又は提示してください。  

様式第５号（第１８条関係（申出者用））  



  
 

 

 

個 人 情 報 削 除 申 出 書  

                               年  月  日  

  （申出先）  

 一般財団法人土浦市産業文化事業団  

  理事長             

                      住  所  

                  申出者   氏  名  

                      電話番号  

 

    一般財団法人土浦市産業文化事業団個人情報保護に関する要綱第１８条の規定に

より，次のとおり個人情報の削除の申出をします。  

申出に係る個人情報の内容  
 

削 除 を 求 め る 箇 所  

 

削 除 を 求 め る 理 由  

 

申 出 者 の 区 分  □ 本人            □ 法定代理人  

法定代理人が請求する場合  

本人の状況  □ 未成年者       □ 成年被後見人  

本人の住所   

本人の氏名   

電 話 番 号  

※ 太枠の中を記入し，□には，該当する□にレ印を記入してください。  

 

本 人 等 確 認 書 類 
（１）運転免許証 （２）旅券 （３）その他（        ） 

（４）法定代理人（                     ） 

受 付 年 月 日         年    月    日  

決 定 期 間        年    月    日まで  

担 当 部 署 

 

           

電話番号  

（注）１ 申出の際には，削除を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し，又は提  

示してください。  

２ 申出に係る個人情報の内容については，できるだけ具体的に記入してください。  

３ 開示（一部開示を含む。）を受けた個人情報について削除を申出する場合は，個人情報開  

示回答通知書を持参してください。  

４ 申出の際には，本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証，旅券等）を提  

出し，又は提示してください。  

５ 法定代理人が申出する場合は，（注）４の書類のほか，その資格を証明する書類（戸籍抄  

本等）を提出し，又は提示してください。  

様式第６号（第１９条関係（担当部署用））  



  
 

 

                                 第   号  

                              年  月  日  

 

個 人 情 報 削 除 回 答 通 知 書  

 

             殿  

 

                      一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                      理事長  

       

年  月  日付けで申出のありました個人情報の削除の申出については， 

  

□削除することとしました  

 □一部削除することとしました  

 □削除しないこととしました  

申 出 に 係 る 個 人 情 報 の 内 容 
 

削除する箇所及び削除の内容  

 

削除しない箇所及び削除しない理由 

 

削 除 の 年 月 日         年    月    日  

担 当 部 署 

 

 

電話番号  

 

上記のとおり通知して

よろしいか伺います。  

事務局長  事務局次長 所 長 所長補佐  係 長 担  当  者  

      

決 裁       年   月   日  写しの交付枚数           枚  

起 案       年   月   日  費     用           円  

収 受       年   月   日  郵  送  料           円  

 

 

 

 

 

様式第６号（第１９条関係（申出者用））  

ので通知します。 



  
 

 

                                 第   号  

                              年  月  日  

 

個 人 情 報 削 除 回 答 通 知 書  

 

             殿  

 

                      一般財団法人土浦市産業文化事業団  

                      理事長  

       

年  月  日付けで申出のありました個人情報の削除の申出については， 

  

□削除することとしました  

 □一部削除することとしました  

 □削除しないこととしました  

申 出 に 係 る 個 人 情 報 の 内 容 
 

削除する箇所及び削除の内容  

 

削除しない箇所及び削除しない理由 

 

削 除 の 年 月 日         年    月    日  

担 当 部 署 

 

 

電話番号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ので通知します。 

印  


